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市民税・県民税のご案内

【問合わせ】税務課 ☎８４-０６２０

個
人
住
民
税

　
令
和
２
年
度
の
個
人
住
民
税
額

に
つ
い
て
は
、
６
月
上
旬
に
送
付

す
る「
市
民
税
・
県
民
税
納
税
通

知
書
」に
て
通
知
し
ま
す
。（
給
与

も
し
く
は
公
的
年
金
か
ら
個
人
住

民
税
が
天
引
き
さ
れ
る
方
は「
特

別
徴
収（
※
１
）税
額
の
決
定
通

知
書
」に
て
通
知
し
ま
す
。
な
お
、

給
与
か
ら
個
人
住
民
税
が
天
引
き

さ
れ
る
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
勤
務

先
を
通
じ
て「
特
別
徴
収
税
額
の

決
定
通
知
書
」を
お
渡
し
し
て
お
り

ま
す
。
配
付
時
期
に
つ
き
ま
し
て
は

勤
務
先
に
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

※
１
特
別
徴
収：
給
与
支
払
者
ま

た
は
年
金
支
払
者
が
個
人
住
民
税

を
給
与
ま
た
は
年
金
か
ら
差
し
引

い
て
納
め
る
方
法

計
算
方
法

　
個
人
住
民
税
に
は
、一
定
の
所
得

金
額
を
超
え
る
方
に
定
額
で
課
税

納
付
方
法

個
人
住
民
税
の
納
付
に
つ
い
て
は

左
記
の
３
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

※
複
数
の
所
得
が
あ
る
場
合
、
複

数
の
納
付
方
法
に
分
か
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

１
．普
通
徴
収

◇
納
付
方
法　

納
税
者
が
自
ら
口
座
振
替
ま
た

は
市
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書

で
納
め
る
方
法
。

◇
納
付
の
時
期

６
月
、８
月
、10
月
、翌
年
１
月

２
．給
与
か
ら
の
特
別
徴
収

◇
納
付
方
法

給
与
支
払
者
が
毎
月
の
給
与
か

ら
差
し
引
い
て
納
め
る
方
法
。

◇
納
付
の
時
期

６
月
～
翌
年
５
月
の
各
月

３
．年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

◇
納
付
方
法

年
金
支
払
者
が
２
か
月
毎
の
年
金

か
ら
差
し
引
い
て
納
め
る
方
法
。

◇
納
付
の
時
期

４
月
～
翌
年
２
月
の
偶
数
月

市
民
税
・
県
民
税
の

減
免
に
つ
い
て

　
納
税
が
困
難
な
事
情
が
あ
る
と

き
は
、そ
の
状
況
に
応
じ
て
減
免
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
は
、

お
早
め
に「
減
免
申
請
書
」を
ご

提
出
く
だ
さ
い
。

◇
６
月
30
日
現
在
で
前
年
中
の
合
計

所
得
金
額
が
２
０
０
万
円
以
下

の
人
の
う
ち
、
今
年
中
の
合
計

所
得
金
額
が
２
分
の
１
以
下
に

減
少
す
る
と
認
め
ら
れ
る
人

◇
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ
っ
て

基
本
手
当
の
受
給
資
格
の
あ
る

人
の
う
ち
、前
年
中
の
合
計
所
得

金
額
が
２
０
０
万
円
以
下
の
人

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
事
業
等
に

係
る
収
入
の
減
少
で
、
納
税

相
談
を
受
け
た
い
方
は
、
収

納
課
（
☎
８
４-

０
６
２
５
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

さ
れ
る「
均
等
割
」と
、
所
得
金
額
に

応
じ
て
課
税
さ
れ
る「
所
得
割
」

が
あ
り
ま
す
。

　

個
人
住
民
税
の
税
額
は
、「
均

等
割
」と「
所
得
割
」の
合
計
額
に

な
り
ま
す
。

　
令
和
２
年
度
の
市
民
税・
県
民
税（
以
下
、個
人
住
民
税
）は
、

令
和
２
年
の
１
月
１
日
時
点
で
住
所
の
あ
る
市
区
町
村
で
、

平
成
３１
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
元
年
１２
月
３１
日
ま
で
の
１
年
間

の
所
得
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。令
和
２
年
１
月
１
日
以
降
に

半
田
市
か
ら
他
の
市
区
町
村
へ
転
出
さ
れ
た
場
合
で
も
、
令
和

２
年
度
の
個
人
住
民
税
は
半
田
市
に
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と

な
り
ま
す
。

（所得金額 - 所得控除額） × 税率（※２） - 税額控除額

5,500円（市民税3,500円、県民税2,000円）

均等割 所得割市民税・県民税
（個人住民税）

（※2 市民税6％、 県民税4％）

▲個人住民税の減免に
ついて

半田市の市外局番は▶0569

PICK UP 情報❹
市民のみなさんにお知らせしたい情報を拡大して掲載しています。
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